
 

2025年 11月 19日 

「どこかにビューーン！」に関する特約 新旧対照表 

改正前 改正後 備考欄 

第 1条（目的） 

本特約は、東日本旅客鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）が提供

するサービス「どこかにビューーン！」（以下「本サービス」といいます。）

の利用に関する内容と、本サービスの利用者がそれらを受けるための条

件を定めることを目的とします。 

 

 

（中略） 

第 9条（本特約の発効） 

本特約は、日本標準時間 2022年 12月１日より有効とします。 

2024年４月１日一部改正、同日実施。 

2024年６月 21日一部改正、同日実施。 

2024年 11月 20日一部改正、同日実施。 

2025年８月 27日一部改正、同日実施。 

第 1条（目的） 

本特約は、東日本旅客鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）が提供

するサービス「どこかにビューーン！」及び「どこかにビューーン！グリ

ーーン！」（以下総称して「本サービス」といいます。）の利用に関する内

容と、本サービスの利用者がそれらを受けるための条件を定めることを

目的とします。 

 

（中略） 

第 9条（本特約の発効） 

本特約は、日本標準時間 2022年 12月１日より有効とします。 

2024年４月１日一部改正、同日実施。 

2024年６月 21日一部改正、同日実施。 

2024年 11月 20日一部改正、同日実施。 

2025年８月 27日一部改正、同日実施。 

2025年 11月 19日一部改正、同日実施。 

 

 

 


